


資料２ 

令和５年度からの水泳指導について 

 

新型コロナによる感染症が５類に移行になるとともに、水泳指導を再開すること

となります。本校においては、敷地内にプール施設がないことで、「アリーナつきみ

野」の施設を使用し、スタッフによる水泳指導を行ってきました。 

本年度より、市内の学校でプール施設のない学校及び建築より５０年が経過し

た学校においては、統一して次の通り水泳指導を行うこととなりました。 

 つきましては、本校においても同様に水泳指導を行ってまいります。ご理解の程、

よろしくお願いします。 

 

１，施  設    引地台温水プール 

           ※バスによる送迎があります 

 

２，対  象    ３年生および５年生 

           ※中学校では中学校１年生において実施。小中９年間を見通して、 

３年生、５年生での実施が適当と考えられたため 

           ※他学年においては、机上での学習を行います 

 

３，実施日    ３年生  １月２３日（火） １月３１日（水） 

３，実施日    ５年生  １月２４日（水） １月３０日（火） 

           ※日付は現在の予定です。変更になる場合があります。 

          

４，実施回数   各学年２回ずつ 

 

５，実施時間   １０：００～１２：００ 

 

６，その他    ・冬の時期の開催となり、水着の購入が難しくなると思います。夏 

の時期に事前に水着（運動しやすい華美でないもの、金具のつい 

ていないもの）・水泳キャップ・バスタオルを準備することをお勧め 

します 

          ・詳細については、時期が近づきましたらお知らせします 
 

 

 

 

 

 

 

 



資料３ 

５月８日以降の学校教育活動について 

 

大和市教育委員会の通知に沿って、次の通り学校の教育活動を行っていきます 

 

１，学校教育活動全般について 

〇手洗い・換気の基本的な感染対策を行いながら、コロナ以前の教育活動にも 

どします 

〇音楽における楽器の演奏、歌唱指導。家庭における調理実習。グループでの 

話し合い活動。 など、これまで制限を設けていた活動について、手洗い・換気 

を行う中で特に制限なく活動を再開していきます 

〇感染の流行が確認された場合はこの限りではありません。状況によって、５月 

８日前の感染対策をとることがあります 

 

２，マスクの着用について 

   マスクの脱着については、求めません。ただし熱中症が懸念される場面では、 

児童の安全のため、マスクを外すことを勧める場合があります。 

 

３，給食指導について 

  〇コロナ以前と同様に、座席等、学級の実態や指導に応じた形で給食をとるこ 

とになります 

  〇衛生上、給食当番はマスクを着用します 

 

４，出席停止について 

  〇コロナ陽性が確認された場合、出席停止扱いとなります。発症後５日、かつ軽 

快後１日の期間となります 

  〇登校再開日に「新型コロナウイルス感染症に係る出席停止届」を提出くださ 

   い 

   ※学校 HP→申請用紙→新型コロナウイルス感染症に係る出席停止について  

内にあります。または、学校にお申し出ください 

  〇県への報告が必要となりますので、児童の陽性が確認され場合は必ず学校 

へ連絡ください 

    ※保護者の感染、および濃厚接触の報告は必要ありません 

 
 

 

 

 

 

 


